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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次

第46期

第３四半期

連結累計期間

第47期

第３四半期

連結累計期間

第46期

会計期間
自　平成22年４月１日

至　平成22年12月31日

自　平成23年４月１日

至　平成23年12月31日

自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日

売上高 （百万円） 151,308 102,201 201,606

経常利益 （百万円） 43,171 20,141 55,909

四半期（当期）純利益 （百万円） 27,029 10,261 34,733

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 26,819 9,933 34,398

純資産額 （百万円） 414,599 411,795 419,658

総資産額 （百万円） 460,025 467,793 488,636

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 282.66 109.72 364.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 90.1 88.0 85.9

　

回次

第46期

第３四半期

連結会計期間

第47期

第３四半期

連結会計期間

　

会計期間
自  平成22年10月１日

至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日

至  平成23年12月31日
　

１株当たり四半期純利益金額 （円） 47.18 37.53　

（注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第46期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの

であります。

(1)　業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災から持ち直しの動きがみられたものの、欧州の政府債務危機を背景とした世界経済の減速

懸念や円高の長期化、デフレの影響などにより厳しい雇用・所得環境が続くなど景気の先行きにつきま

しては依然として不透明な状況が続いております。

当パチンコ・パチスロ業界におきましては、東日本大震災の影響によるパーラーでの集客の落ち込み

は早期に立ち直りをみせました。しかしながら、パチンコ機市場におきましては１円パチンコに代表さ

れる低貸玉営業が普及し一定のファン層に支持される中、収益性が高い４円パチンコは低迷が長期化し

ており、パーラーの経営は厳しい環境が続いております。そのため、主要な集客手段であるパチンコ機の

新台入替については必要最低限の購入にとどめるなど慎重な姿勢が見られます。一方パチスロ機市場に

おきましては、多様なゲーム性を有した遊技機の登場によりファン人気が上昇しており、特に夏場以降

大型タイトルが複数投入されたため市場全体の販売は好調に推移しております。

当社グループにおきましては、このような厳しい環境を踏まえ、当面の販売を伸ばすことよりも、中長

期的な販売シェア拡大による成長に向け、ファンに支持され、長期間人気が継続する商品を安定的に提

供できる体制の強化と、市場評価の獲得に重点を置いて活動してまいりました。

このため、当第３四半期連結累計期間におきましては減収減益となりましたが、主力のパチンコ機・

パチスロ機の販売は、概ね計画通りで推移しました。

従って、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,022億円（前年同四半期比32.5％減）、営業利

益172億円（同56.5％減）、経常利益201億円（同53.3％減）、四半期純利益102億円（同62.0％減）とな

りました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①パチンコ機関連事業

　パチンコ機関連事業につきましては、ＳＡＮＫＹＯブランドで６シリーズ、Ｂｉｓｔｙブランドで１シ

リーズの販売を行いました。ＳＡＮＫＹＯブランドでは「フィーバーマクロスフロンティア」（平成23

年５月）、「フィーバー宇宙戦艦ヤマト 復活篇」（平成23年12月）を中心に販売いたしました。Ｂｉｓ

ｔｙブランドでは「ＣＲ ａｙｕｍｉ ｈａｍａｓａｋｉ 浜崎あゆみ物語 -序章-」（平成23年７月）

を販売いたしました。
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この結果、売上高673億円（前年同四半期比46.1％減）、営業利益183億円（同55.0％減）、販売台数

198千台となりました。

②パチスロ機関連事業

パチスロ機関連事業につきましては、ＳＡＮＫＹＯブランドでは「夢夢ワールドＤＸⅡ」（平成23年

９月）、「Ｘ ＪＡＰＡＮ・強行突破」（平成23年10月）を販売いたしました。Ｂｉｓｔｙブランドでは

「ＳＡＭＵＲＡＩ ７」（平成23年５月）を販売、また前連結会計年度末に投入した「モバスロ ヱヴァ

ンゲリヲン～真実の翼～」（平成23年３月）の一部が当連結会計年度への売上計上となっております。

この結果、売上高125億円（前年同四半期比30.1％増）、営業利益10億円（同16.0％減）、販売台数49

千台となりました。

③補給機器関連事業

補給機器関連事業につきましては、売上高211億円（前年同四半期比37.3％増）、営業利益11億円（同

6.5％増）となりました。

④その他

その他につきましては、売上高11億円（前年同四半期比11.1％減）、営業利益4億円（同6.1％減）と

なりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は4,677億円であり、前連結会計年度末と比べ208億円減少しま

した。これは主に投資有価証券が89億円増加となりましたが、現金及び預金が323億円減少したことによ

るものであります。

負債は559億円であり、前連結会計年度末と比べ129億円減少しております。これは主に未払法人税等

が88億円、未払金（流動負債「その他」に含む）が27億円それぞれ減少したことによるものでありま

す。

純資産は前連結会計年度末と比べ78億円減少しました。これは四半期純利益を102億円計上した一方、

主に配当金の支払い141億円、自己株式の取得37億円によるものであります。この結果、純資産は4,117億

円となり、自己資本比率は2.1ポイント増加し、88.0％となりました。

　

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(4)　研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は139億円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 144,000,000

合計 144,000,000

　

②　【発行済株式】
　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成23年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年２月10日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 97,597,500 97,597,500
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株

合計 97,597,500 97,597,500 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 97,597,500 － 14,840 － 23,750

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿

による記載をしております。

　

①　【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式） 　

－ 単元株式数は100株
普通株式 3,969,800

（相互保有株式） 　

普通株式 100,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 93,333,000 933,330 同上

単元未満株式 普通株式 194,700 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 97,597,500 － 単元株式数は100株

総株主の議決権 － 933,330 －

（注）１「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,400株（議決権数34

個）含まれております。

　　　２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式19株及び証券保管振替機構名義の株式60株が含

まれております。

　

②　【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

　株式会社ＳＡＮＫＹＯ
東京都渋谷区渋谷
三丁目29番14号 3,969,800 － 3,969,800 4.06

（相互保有株式） 　 　 　 　 　

　日本ゲームカード株式会社
東京都渋谷区渋谷
三丁目28番13号 100,000 － 100,000 0.10

合計 － 4,069,800 － 4,069,800 4.16

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１

日から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 168,230 135,878

受取手形及び売掛金 51,685 ※1
 43,559

有価証券 112,999 107,000

商品及び製品 1,140 8,003

仕掛品 313 135

原材料及び貯蔵品 1,046 1,208

その他 19,168 29,390

貸倒引当金 △361 △366

流動資産合計 354,220 324,811

固定資産

有形固定資産 48,225 47,321

無形固定資産 329 404

投資その他の資産

投資有価証券 81,019 90,011

その他 5,387 5,800

貸倒引当金 △166 △175

投資損失引当金 △379 △379

投資その他の資産合計 85,860 95,256

固定資産合計 134,415 142,982

資産合計 488,636 467,793

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 39,168 37,559

未払法人税等 12,748 3,935

賞与引当金 851 416

その他 10,595 8,237

流動負債合計 63,364 50,149

固定負債

役員退職慰労引当金 653 693

退職給付引当金 3,209 3,403

資産除去債務 59 58

その他 1,690 1,693

固定負債合計 5,612 5,848

負債合計 68,977 55,997
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 14,840 14,840

資本剰余金 23,880 23,880

利益剰余金 397,867 394,016

自己株式 △17,337 △21,021

株主資本合計 419,250 411,714

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 408 80

その他の包括利益累計額合計 408 80

純資産合計 419,658 411,795

負債純資産合計 488,636 467,793
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 151,308 102,201

売上原価 73,854 55,545

売上総利益 77,454 46,655

販売費及び一般管理費 37,728 29,380

営業利益 39,725 17,274

営業外収益

受取利息 999 783

受取配当金 192 122

持分法による投資利益 1,871 1,565

その他 396 411

営業外収益合計 3,460 2,882

営業外費用

支払利息 － 1

その他 14 14

営業外費用合計 14 16

経常利益 43,171 20,141

特別利益

貸倒引当金戻入額 41 －

ゴルフ会員権売却益 － 8

特別利益合計 41 8

特別損失

固定資産廃棄損 47 28

投資有価証券売却損 － 755

ゴルフ会員権売却損 － 6

持分変動損失 － 1,602

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48 －

特別損失合計 95 2,392

税金等調整前四半期純利益 43,117 17,756

法人税、住民税及び事業税 16,628 8,564

法人税等調整額 △540 △1,068

法人税等合計 16,087 7,495

少数株主損益調整前四半期純利益 27,029 10,261

四半期純利益 27,029 10,261
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 27,029 10,261

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △257 △342

持分法適用会社に対する持分相当額 47 14

その他の包括利益合計 △210 △327

四半期包括利益 26,819 9,933

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 26,819 9,933

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　
（法人税率の変更等による影響）

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する連結会計年度

より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される

法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

平成24年３月31日まで　40.54％

平成24年４月１日から平成27年３月31日　37.87％

平成27年４月１日以降　35.49％

この税率の変更により、流動資産の繰延税金資産（「その他」に含む）は37百万円の減少、固定資産の繰延税

金資産（固定負債の繰延税金負債を控除した金額、「その他」に含む）は411百万円の減少、その他有価証券評価

差額金は1百万円の増加、法人税等調整額は449百万円の増加となっております。
　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度

(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日)

受取手形 － 2,450百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。

　

　

前第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日

  至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日

  至  平成23年12月31日)

減価償却費 3,361百万円 2,262百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 7,234 75.00平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年11月４日
取締役会

普通株式 7,160 75.00平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 7,090 75.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年11月４日
取締役会

普通株式 7,022 75.00平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３  株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成22年６月11日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取得を決議し、第１四半期連結会計期間末までに

実施いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が前連結会計年度末に

比べ3,718百万円増加しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注)３
パチンコ機
関連事業

パチスロ機
関連事業

補給機器

関連事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 124,9319,67215,392149,9951,313151,308－ 151,308

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 124,9319,67215,392149,9951,313151,308－ 151,308

セグメント利益 40,7131,214 1,09543,023 46843,492△3,76639,725

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、一般成形部品販売等

の事業であります。

　　 ２　セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る一般管理費でありま

す。

　　 ３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注)３
パチンコ機
関連事業

パチスロ機
関連事業

補給機器

関連事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 67,31812,57921,136101,0341,167102,201－ 102,201

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 67,31812,57921,136101,0341,167102,201－ 102,201

セグメント利益 18,3191,019 1,16720,506 44020,946△3,671 17,274

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、一般成形部品販売等

の事業であります。

　　 ２　セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る一般管理費でありま

す。

　　 ３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目

前第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日

  至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日

  至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 282円66銭 109円72銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 27,029 10,261

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 27,029 10,261

普通株式の期中平均株式数(株) 95,625,009 93,517,598

（注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第47期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）中間配当については、平成23年11月４日開催の

取締役会において、平成23年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議し、配当を行っております。

配当金の総額 7,022百万円

１株当たりの金額 75.00円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年12月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月７日

株式会社ＳＡＮＫＹＯ

（登記社名　株式会社三共）

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    原　　　　　勝　　彦    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    布　施　木　　孝　叔    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    入　　江　　秀　　雄    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ＳＡＮＫＹＯの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＡＮＫＹＯ及び連結子会社の平成
23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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